
監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知に係る事項の公告

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、平成

１８年度包括外部監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり

公表します。

平成２３年３月１１日

奈良県監査委員 谷 川 正 嗣

同 南 田 昭 典

同 井 岡 正 徳

同 高 柳 忠 夫

監査の特定事件（テーマ）

資産の管理状況等について



【全般的な項目】 ［知事部局、教育委員会事務局及び県警本部］

項目 措置内容

○ 土地台帳記載面積の誤り
○　全所属に対し、台帳記載内容の確認を

依頼（平成19年4月2日管号外）。確認作
業及び修正を行った。

○ 貸付物件に係る貸付期間について
○　総務部長通知を改正し、全所属に通知

（平成19年3月30日管第204号）。

【改正内容】
  土地について、規則にかかわらず10年
以内の貸付期間とするとした記載を削
除、資産の利用・管理形態を個別に考慮
し、適正な貸付期間とするよう改正。

○ 管財課への報告漏れについて
○　平成19年4月から毎年度、管財課から全

所属に財産調書提出の依頼通知をする際
に異動報告書未提出の場合は、提出する
よう注意喚起を行っている。また、公有
財産管理システムの導入画面において、
異動報告書は、速やかに提出するよう常
時掲載し、周知を図っている。

○ 公有財産台帳に付属させる書類について
○　総務部長通知を改正し、全所属に通知

（平成20年10月15日管第144号）。

【改正内容】
　台帳付属書類について明確化。

○ 工作物台帳による管理について
○　工作物台帳に登載されている工作物が

改修された場合、工作物台帳に関連デー
タを入力し、所管課が別途作成した改修
履歴データと整合がとれるよう、現在開
発中の新公有財産管理システムで取り組
んでいる。物件の設置場所については、
交流ネット中の各課別情報共有エリアに
おいて土地建物以外の財産の管理に関す
る取扱いを掲載し、工作物台帳の備考欄
に記載する旨を全所属に通知し周知を
図った。

○ 公有財産台帳（副本）の管理について
○　総務部長通知を改正し、全所属に通知

（平成20年10月15日管第144号）。

【改正内容】
　整合性をチェックするため異動報告の
際に台帳の写しの添付を義務づけた。
　土地・建物以外の財産については、現
行紙ベースで管理しているが、平成24年3
月には紙ベースで管理している財産も、
現在開発中の新公有財産管理システムに
て一元管理するため、データの整合性を
保つことが可能となる予定。

○ 使用許可・貸付登録の不備
○　総務部長通知を改正し、全所属に通知

（平成20年10月15日管第144号）。

【改正内容】
　公有財産システムで必ず入力を行う旨
を規定。

平成１８年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置について　

監査結果

１　公有財産
土地台帳記載面積の誤りが発見された。土地

台帳は正しく記載する必要がある。既に台帳登
録されているものについても再度正確性につい
て網羅的な検証を行うことが必要である。

宅地建物取引業協会への貸付期間は、公有財
産規則による30年であるが、施行通知では10年
以内とされている。施行通知で一律に10年の貸
付期間とすることは実情に合わないとも考えら
れ、施行通知自体を改正することも検討すべき
である。その場合にも県有財産の適正な管理と
いう目的が達成されるよう、例外となるものは
限定的に解釈すべきである。

土地・建物台帳で平成17年度に増減のあった
ものを査閲したところ、増減の理由が「報告漏
れ」となっているものが多くみられた。平成18
年度から総務部長協議の際に「異動報告予定リ
スト」を作成し、台帳入力及び異動報告を随時
チェックしている。今後もこの手続きを徹底
し、所管課から管財課への報告漏れが発生しな
いようにすべきである。

「公有財産台帳には、土地、建物、地上権等
について必要な書類を付属させておく」と規則
に規定されているが、「必要な書類」について
具体的に明示されておらず、所管課によってま
ちまちである。付属させるべき書類を明確に規
定し、適切に保管しておくことが必要である。

工作物台帳の管理単位が「一式」となってお
り、より細かいレベルで管理を行うため、別
途、改修履歴を記録したデータにより管理して
いる。改修履歴データと工作物台帳とが整合し
ているかどうか不明である点は問題である。

また、工作物台帳の物件がどの設置場所にあ
る財産を指すのかわかりにくいものがあった。
現物との照合を行い、設置場所を備考欄に記載
するなど、財産を特定できるようにしておく必
要がある。

当初取得時には正本と副本を照合する作業が
あるものの、追加取得や処分が行われた場合に
は管財課、所管課がそれぞれ異動報告書に基づ
き修正を行うため、正本と副本に差異が生じて
しまったケースがあった。現在、土地及び建物
については、システム化されているため一元的
な修正が行われることとなるがシステム化され
ていない公有財産台帳については、正本と副本
の整合性をチェックできるような体制が必要で
ある。

監査サンプルとして抽出した貸付について、
現在のシステムの「使用許可・貸付登録」が行
われていなかった。県の使用許可・貸付の情報
を網羅的に把握できることから、適切に登録を
行うべきである。



【全般的な項目】 ［知事部局、教育委員会事務局及び県警本部］

項目 措置内容監査結果

○ 定期的な実査を実施すべき
○　１年に１回、定期的に全件の実査を行

い、その結果を会計管理者及び管財課長
に報告することとした。（平成20年7月、
平成21年5月、平成22年5月実施）

○

○　総務部長通知を改正し、全所属に通知
（平成19年10月2日管第135号）。

【改正内容】
　取得の都度遅滞なく管財課に提出する
旨を規定。

○

○　総務部長通知を改正し、全所属に通知
（平成19年10月2日管第135号）。

【改正内容】
　所有形態の記載については、株券があ
るものは「有価証券」、株券不所持のも
のは「出資による権利」と記載する旨を
明記し、対応職員の確認については、有
価証券等は台帳２部とともに提出させ１
部に押印（担当者）後返却することとし
た。現在開発中の新公有財産管理システ
ムにおいて、担当者を確認できるように
する予定。

○

○　運用財産部分を除いた額に修正済み。
異動報告書とともに提出される出資証書
及び受領書等の原本を確認し、誤りがな
いようチェックしている。

○

○　処分ルールの周知徹底を図るため全所
属に通知（平成19年10月2日管第135
号）。
　処分ルールについては、清算後の団体
に関する受領書等は、担当課からの異動
報告書の提出により管財課から国費決算
係に「払い戻し依頼」を行い、国費決算
係から受領書等を管財課が払い戻しを受
け担当課へ返却し処分等をするという
ルールになっている。所属において、清
算終了団体について、異動報告書が出さ
れていない場合があっても、現在、毎年
財産調書提出の際に、国費決算係より一
覧を管財課へ提出、台帳とのチェックを
行い、担当課に異動報告書を提出するよ
う随時指示している。

２　有価証券及び出資
　による権利

　株券及び出資証券を所管課が長期保有してい
る事例があった。現在のところ、管財課から所
管課に対し提出期限について特に指導はされて
いない。しかし、株券等を所管課で長期にわた
り保管すると、紛失する等のリスクが高くなる
こと及び法定書類等の網羅性を担保すべきこと
を考慮すると、株券等については取得の都度速
やかに提出するよう所管課へ周知徹底を図るべ
きである。

　所管課からの株券等の提出につき管財課は期
限を設けるべき

　帳簿と現物との不一致は発見されなかった
が、出納課は所管課に代わって株券等を保管す
る責任があり、少なくとも１年に１回は定期的
に実査を行うべきである。
　また、内部牽制等の実効性を伴わせるため
に、実査結果は、実査を行った担当者、実査
日、対象リスト、差異があった場合はその旨及
び原因等を一覧にし、出納局長及び管財課長へ
報告すべきである。

　有価証券台帳は公有財産規則に従い適切に記
録すべき

　株券又は株券不所持のいずれであるかの所有
形態が記載されていない有価証券台帳もあり、
備考欄に記載しておくべきである。事後的にど
の係員が対応したかを一覧で確認できるように
するため、正本及び副本に担当印を残すなどの
ルールを定めるべきである。

　出資による権利は基本財産として構成される
金額に限定すべき
　こども家庭課所管「財団法人奈良県交通遺児
等援護会」の出資による権利について、有価証
券台帳の金額残高のうち4,000千円は運用財産
である。奈良県が出資による権利として開示す
べきは、寄付総額68,010千円から運用財産部分
4,000千円を除いた64,010千円である。出資に
よる権利を所管する各課においても、同様な事
例が無いかを出資証書及び受領書等を調査して
確かめるべきである。今後もこのような事例が
発生しないよう、管財課は各課へ周知徹底を行
うとともに、各課から異動報告書が提出される
際に出資による権利として管理すべきでない出
資証書及び受領書等が無いことをチェックすべ
きである。
　清算した出資先に関する証憑の処分を適時に
行うべき

　既に清算しているにも関わらず、国費決算係
の金庫に不所持受理通知書や出資が保管された
ままのものが５件発見された。株券不所持の場
合や出資の受領書についても、処分ルールを明
確にしたうえで、現在国費決算係で保留されて
いる書類の処分を管財課が行うべきである。



【全般的な項目】 ［知事部局、教育委員会事務局及び県警本部］

項目 措置内容監査結果

３　物品
　(1) 物品管理全般 ○ 物品の現物たな卸を定期的に実施すべき

○　平成18年度決算分より、毎年、「重要
物品表」の作成依頼時に、現物との突合
を依頼している。
　平成19年行政監査対象機関であった公
施設試験研究所を対象に、平成20年8月に
備品（機械器具類）の現物と備品現在簿
との突合を依頼した。

○　重要物品については年１回のたな卸を
実施するとともに、その他の物品につい
てはランダムサンプリングによるたな卸
を実施する。［教育委員会］

○　平成18年度決算分より、毎年「重要物
品表」作成時に、現物との突合を実施し
ている。また、当部局においては警察業
務の特殊性から多種多様の物品（装備資
機材）を保有しており、保有する装備資
機材が常に有効に活用できるよう現物確
認を継続実施していく。［県警本部］

○

○　物品の保管状況を会計実地検査におけ
る重点検査項目と定め、19・20年度と重
点的に検査した。平成22年度から物品の
管理が適正に行われているかを検査項目
に組み入れた。

○

○　新規に購入した重要物品について、平
成18年度以降は物品電子調達システムに
より、平成21年7月以降は物品購入システ
ムにより、データと重要物品表を照合す
ることで誤記入、脱漏は防止している。
　なお、平成24年度からは、物品管理シ
ステムを新たに導入し、新規に購入した
重要物品だけでなく既存の全てのものを
データ管理し、誤記入、脱落が完全にな
くなる予定である。

○　新規購入物品については、当該年度の
重要物品表を作成する際には、物品電子
調達システムの記録と備品台帳等を照合
し、誤記入脱漏の防止を図る。［教育委
員会］

○　重要物品表の調整は備品現在簿との照
合を必ず実施して正確性を確保するよう
徹底する。なお、当部局においては物品
電子調達システムを導入していないが、
新規購入物品については、奈良県会計規
則に基づく物品購入調書を作成して備品
現在簿への記載漏れが生じないよう徹底
を図る。［県警本部］

○ 重要物品表上の調整数値について
○　調整数値は既に購入や廃棄の登録によ

り解消しているものであり、平成18年度
決算分において、抹消した。

　課長及びかい長が物品の保管責任を負うとし
ても、各課及びかいにおいて適切な物品管理が
行われているか県全体として確認・指導する体
制を整備する必要がある。出納局において、出
納長が行う実地検査に加えて課長及びかい長の
物品保管状況の検査を行うことも考えられる。

　重要物品表の記入漏れ、申告漏れ、記載誤り
等について

　物品の保管状況に対する検査及び監査につい
て

　監査対象とした機関では、定期的な物品の現
物たな卸は行われていなかった。現物たな卸に
ついては例規等にも明示されておらず、行って
いない課・機関が多いようである。課長及びか
い長は物品の管理責任があり、定期的な物品確
認に基づく帳簿の調製は当然に求められるとこ
ろである。少なくとも重要物品については最低
年１回のたな卸が必要であり、他の物品につい
てもサンプリングによりたな卸を行うなど、帳
簿残高の実在性・網羅性・正確性について検証
する必要がある。

　監査対象とした機関では、重要物品表の記載
内容に誤り、記入漏れ、申告漏れがあった。重
要物品表と備品現在簿との照合を必ず行い、正
確性を確認する必要がある。
　また、新規購入については物品電子調達シス
テムの記録と照合することにより誤記入、脱漏
は防止できる。

　昭和62年頃に当時物品の出納を所管していた
管財課の集計値と差異が発生したため、当該差
異を調整数値として登録している。既にその後
の購入や廃棄の登録により解消しているもので
あり、重要物品表から抹消する必要がある。



【全般的な項目】 ［知事部局、教育委員会事務局及び県警本部］

項目 措置内容監査結果

３　物品 ○ 備品台帳に記載されている不使用財産
　(1) 物品管理全般 ○　平成21年2月より、既に使用されておら

ず今後の使用見込みもない備品の所属間
での相互利用を目的とし、平成19年度行
政監査対象機関であった公施設試験研究
所を対象に電子による備品現在簿の試行
を開始した。

○　使用されていないもの、今後使用見込
みのないものについては、処理方針を決
定し備品現在簿に記載のうえ、処理方針
に基づき物品の適正管理に努める。［教
育委員会］

○　不使用となった物品の廃棄処分につい
ては、不使用となった段階で当該物品の
保管所属から返納を受け最低年１回実施
しており、今後も継続的に実施するもの
とする。また、定期的に処分することに
より廃棄コストの低減を図る。［県警本
部］

○ 重要物品表の提出遅れについて
○　地方自治法第233条第1項の決算調製期

限（出納の閉鎖後3箇月以内）を踏まえ、
会計規則第42条第1項で重要物品に係る財
産調書の提出期限を4月30日と定め、加え
て毎年度文書により提出を喚起し、さら
に提出がない所属に対しては督促してお
り、その結果決算調製は地方自治法の期
限内に行っている。

○ 物品の分類基準
○　平成18年度決算分より、重要物品表に

「中分類」欄を設け、同欄に中分類を記
載することとした。

○ 重要物品表の様式不備
○　平成18年度決算分より、様式どおり重

要物品表に「備考」欄を設け、同欄に受
贈者名を記載することとした。

４　基金及び現金預金 ○ 金庫の鍵の管理ルールを明確にすべき
○　金庫の鍵の管理については、国費決算

係の特定の職員を予め係長不在時の代理
責任者として定め、管理を行わせること
とした。なお、平成21年度より、県出先
機関についても会計局が行う会計実地検
査時に、現金の保管が適正に行われてい
るかの確認を行うこととした。

（注）　措置内容欄に回答した所属名称がないものは、「知事部局」である。

　品名欄に分類が記入されていないものが相当
数見られる。通知に従い、重要物品表の品名欄
には物品分類による中分類を必ず表記する必要
がある。

　施行通知では物品の取得が受贈による場合、
受贈者の氏名を重要物品表の備考欄に記入する
こととされているが、現在使用されている様式
には備考欄がない。通知に従って様式を定め、
漏れなく記載する必要がある。

　預金通帳などを保管する金庫の鍵の責任者が
不在の時の代理責任者を予め決めておき、当該
責任者が鍵を管理しておくべきである。

　出納局への提出が遅れていた課が存在した。

　監査対象機関の一部について、既に使用され
ておらず今後の使用見込みもない物品が存在し
た。管理スペース及び管理コストの問題も考慮
し、早急に個々の処理方針を決定して廃棄・売
却等の手続を取る必要がある。廃棄コストの先
送りは避け、不使用となった段階で逐次処分を
行う必要がある。



【個別的な項目】 ［知事部局、教育委員会事務局及び県警本部］

項目 措置内容

１　物品 ○

○　決算時に備品現在簿と現物を照合する
ように、19年度以降課長通知により文書
指導し、既に是正されている。

○　重要物品表からの削除報告漏れについ
ては、平成18年度末現在の重要物品表を
修正するとともに、毎決算時に備品現在
簿と現物との照合を確実に実施するよう
平成19年度以降課長通知により周知徹底
を図っている。［県警本部］

○　平成18年度重要物品の報告において備
品現在簿及び現物との照合を行った上で
訂正した。（会計局へ報告：平成19年4月
19日付）
　今後、重要物品については必ず備品現
在簿及び現物と照合し報告する。［教育
委員会］

○
○　物品の保管状況を会計実地検査におけ

る重点検査項目と定め、19・20年度と重
点的に検査した。平成19年度会計実地検
査において指示し、是正された。

○
○　物品の保管状況を会計実地検査におけ

る重点検査項目と定め、19・20年度と重
点的に検査した。平成19年度会計実地検
査において不備は見受けられなかった。

○
○　重要物品として報告されていなかった

当該ソフトウェアについては平成18年度
末の重要物品表に登録した。また、ソフ
トウェア等のシステム関係物品も含め取
得時の価格が一件100万円以上の物品につ
いては重要物品として報告漏れのないよ
う徹底を図っている。［県警本部］

○　重要物品として報告されていなかった
空気調和装置７台については、決算時の
重要物品報告時に修正して報告する。
　今後、重要物品については必ず備品現
在簿及び現物と照合し報告する。［教育
委員会］

○
○　各所属に対し、新規取得時はもとより

所属間の保管転換等の異動の際にも必ず
金額を記載するよう周知徹底を図るとと
もに、備品現在簿の金額漏れの絶無に努
めている。［県警本部］

○
○　消耗品整理簿と消耗品出納簿の不一致

については、速やかに修正した。また、
消耗品整理簿及び消耗品出納簿において
記載漏れ等のないよう正確に記載するよ
う徹底を図っている。［県警本部］

○
○　備品現在簿の記載が誤って２件と記載

していたシーケンス制御実習装置につい
ては、平成18年度決算において、備品現
在簿を１件として訂正した。
　今後、重要物品については必ず備品現
在簿及び現物と照合し報告する。［教育
委員会］

　金額が100万円以上であるにも拘わらず重要
物品として報告されていないものがあった。
取得時の価格が一件100万円以上の物品につい
ては重要物品表に漏れなく記載しなければな
らない。

　消耗品整理簿及び消耗品出納簿の記載漏れ
　消耗品整理簿と消耗品出納簿との不一致が
あった。消耗品整理簿又は消耗品出納簿の記
載漏れによるものであった。消耗品の出納を
正確かつ漏れなく記載しなければならない。

　備品現在簿の記載不備
　備品現在簿に金額が未記入のものがあっ
た。現時点では金額を把握することは困難で
あると思われるが、今後取得する物品につい
ては漏れなく金額を記載することが必要であ
る。

　重要物品表と備品現在簿との不一致
　備品現在簿では2件として記載しているにも
拘わらず重要物品表では1件として報告されて
いるものがあった。備品現在簿と重要物品表
を一致させる必要がある。当該備品は単価が
100万円未満のため、2件として記載する場合
は重要物品には該当せず、重要物品として報
告すべきではない。

　既に廃棄されて現存しない備品が備品現在
簿に記載されていた。備品現在簿は常に実際
の備品現在高を記録するよう整備しておく必
要がある。

　物品借受調書の記載不備
　出納員に送付された物品借受調書のうち、
かい長の押印漏れ、借受年月日の記載漏れの
ものがあった。物品借受調書に対する押印及
び記載を適切に行うよう徹底するとともに、
押印がなされていないもしくは記載内容に不
備がある物品借受調書は出納員が受理すべき
ではない。

平成１８年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置について　

監査結果

　廃棄処分した重要物品の重要物品表からの
削除報告漏れ

　重要物品の登録報告漏れ

　備品現在簿と現物との不一致

　廃棄処分した重要物品の重要物品表からの
削除漏れがあった。精査し平成18年度末の重
要物品表に反映させる方針であるが、今後同
様の事態を発生させないためにも、重要物品
表を出納長へ提出する前に必ず備品現在簿等
関係帳簿及び現物との照合を行う必要があ
る。



【個別的な項目】 ［知事部局、教育委員会事務局及び県警本部］

項目 措置内容監査結果

１　物品 ○
○　決算時に備品現在簿と現物を照合する

ように、19年度以降課長通知により文書
指導し、既に是正されている。

２　基金及び現金預金 ○

○　平成18年度より26年度にかけて段階的
に積み増しを行う計画であったが、平成
19年度において再度検討を行った結果、
計画の前倒しを行い、平成20年度におい
て当該年度の積立最少額約476百万円を満
たすよう積み増しを行った。
　以降、毎年度、災害救助法に基づく災
害救助基金の積立最少額まで積み増しを
行っている。

（注）　措置内容欄に回答した所属名称がないものは、「知事部局」である。

　災害救助法には災害救助基金の最低額が定
められている。平成17年度末現在では、法律
に基づけば約449百万円の積立が必要であるが
現状は135百万円である。平成17年度に公表さ
れた「第2次地震被害想定調査」の結果を踏ま
え、平成18年度より新たに災害救助物資の積
み増しを行う計画である。計画に従い、毎年
度確実に積立を行う必要がある。

　重要物品表と備品現在簿との不整合
　重要物品表と備品現在簿で品名、規格、価
格等が異なるものがあった。現に所管する物
品を再度確認し、重要物品表もしくは備品現
在簿を訂正する必要がある。

　災害救助基金について法律に基づく最低積
立額が確保できていない
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